
号

外�
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

教
育
総
務
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行

に
関
す
る
規
則

(

同

)

二

教
育
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
美
術
館
及
び
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
の
管
理
運
営
事
務
の

委
任
に
関
す
る
告
示
の
廃
止

(
教
育
総
務
課)

四

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
育
総
務
課)

四

教
育
委
員
会
規
則

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中｢

第
百
六
十
二
号｣

の
下
に｢

。
以
下｢

法｣

と
い
う
。｣

を
、｢

事
項｣

の
下
に

｢

及
び
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則(

平
成
二

十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
。
以
下｢

委
任
等
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ
り
知

事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
委
任
し
、
又
は
補
助
執
行
さ
せ
る
事
務｣

を
加
え
、
同
項
第
四
号
中

｢

そ
の
他
の
教
育
機
関｣

を
削
り
、
同
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

法
第
二
十
七
条
及
び
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
意
見
の
申
出
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中｢

定
め
る｣

を｢

掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
号
二�
中｢

及
び
学
校
以
外
の
教

育
機
関｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を

削
り
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

第
一
条
第
一
項
第
十
五
号
及
び
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

五

委
任
等
規
則
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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(
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た
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翌
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平
成
二
十
九
年
四
月
一
日



環
境
生
活
部
長

知
事
の
補
助
職
員

一

美
術
館
、
現
代
陶
芸
美
術
館
、
図
書
館
、
博
物
館
、
高
山
陣
屋
管
理

事
務
所
及
び
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
任
免
そ
の
他
の
人
事
に

関
す
る
こ
と
。

二

ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

三

社
会
教
育
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号)

及
び
社
会
教
育

法
施
行
令(

昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
八
十
号)

の
規
定
に
よ
り
教

育
委
員
会
が
行
う
事
務(

同
法
第
十
条
に
規
定
す
る
社
会
教
育
関
係
団

体
で
あ
っ
て
学
校
教
育
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。)

四

図
書
館
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号)

の
規
定
に
よ
り
教

育
委
員
会
が
行
う
事
務

五

博
物
館
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号)

及
び
博
物
館

法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号)

の
規
定
に
よ
り

教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

六

生
涯
学
習
の
振
興
の
た
め
の
施
策
の
推
進
体
制
等
の
整
備
に
関
す
る

法
律(

平
成
二
年
法
律
第
七
十
一
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が

行
う
事
務

七

岐
阜
県
図
書
館
管
理
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規

則
第
六
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
館
時
間
を
変
更
し
、
臨

時
に
休
館
し
、
又
は
臨
時
に
開
館
す
る
こ
と
。

八

岐
阜
県
視
聴
覚
教
具
及
び
教
材
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三

十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員

会
が
行
う
事
務

九

岐
阜
県
博
物
館
管
理
規
則(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
一
号)

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
休
館
し
、
又
は

休
館
日
に
開
館
す
る
こ
と
。

十

岐
阜
県
高
山
陣
屋
管
理
規
則(

昭
和
五
十
五
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会

規
則
第
九
号)

第
三
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
休
場
し
、

又
は
休
場
日
に
開
場
す
る
こ
と
。

十
一

岐
阜
県
美
術
館
管
理
規
則(

昭
和
五
十
七
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会

規
則
第
十
五
号)

第
二
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
休
館
し
、

又
は
開
館
す
る
こ
と
。

委
任
事
項

岐
阜
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中｢

そ
の
他
の
教
育
機

関｣

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

第
三
条
中｢

前
条
第
五
号｣

を｢

前
条
第
四
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
八
十
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員(

以
下｢

知
事
の
補

助
職
員｣

と
い
う
。)

に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
の
あ
る

も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

委
任)

第
二
条

次
の
表
の
知
事
の
補
助
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
、
同
表
委
任
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
務

(

当
該
事
務
に
係
る
教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
の
制
定
及
び
改
廃
並
び

に
次
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
補
助
職
員
に
補
助
執
行
さ
せ
る
事
務
を
除
く
。)

を
委
任
す
る
。
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環
境
生
活
部
長

知
事
の
補
助
職
員

高
山
陣
屋
管
理
事

務
所
長

博
物
館
長

図
書
館
長

現
代
陶
芸
美
術
館

長 美
術
館
長

一

社
会
教
育
法
第
九
条
の
四
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
社
会
教
育
主
事
の

資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

社
会
教
育
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
教
育
委
員
の
委

嘱
に
関
す
る
こ
と
。

三

図
書
館
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
図
書
館
協
議
会
の
委
員

の
任
命
に
関
す
る
こ
と
。

四

文
化
財
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

、
文
化
財

補
助
執
行
事
項

一

岐
阜
県
高
山
陣
屋
管
理
規
則
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事

務(

環
境
生
活
部
長
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

一

岐
阜
県
博
物
館
条
例(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
八
号)

の
規

定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

二

岐
阜
県
博
物
館
管
理
規
則
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

(

環
境
生
活
部
長
の
項
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

一

岐
阜
県
図
書
館
条
例(

平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号)

の

規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

二

岐
阜
県
図
書
館
管
理
規
則
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

(

環
境
生
活
部
長
の
項
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

一

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
条
例(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十

七
号)
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

二

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
管
理
規
則
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が

行
う
事
務(
環
境
生
活
部
長
の
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

一

岐
阜
県
美
術
館
条
例(

昭
和
五
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
三
号)

の

規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

二

岐
阜
県
美
術
館
管
理
規
則
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

(

環
境
生
活
部
長
の
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

十
二

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
管
理
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
教
育

委
員
会
規
則
第
九
号)

第
二
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
休

館
し
、
又
は
開
館
す
る
こ
と
。

文
化
財
保
護
セ
ン

タ
ー
所
長

県
事
務
所
長

一

岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事

務
一

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
市
町
村
及
び
文
化
財
保
護
巡
視
員
と
の
連

絡
調
整
に
関
す
る
事
務

保
護
法
施
行
令(

昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号)

、
岐
阜
県
文

化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

及
び
岐

阜
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
教
育
委
員

会
規
則
第
九
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

五

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と(

県

事
務
所
長
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
所

長
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

。

六

博
物
館
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
の
登
録

七

博
物
館
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
の
変
更
登
録

八

博
物
館
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
の
登
録
の
取
消

し
九

博
物
館
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
の
登
録
の
抹
消

十

博
物
館
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の

指
定

十
一

博
物
館
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号)

第

二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の
指
定
の
取
消
し

十
二

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則(

昭
和
二
十
七
年
岐
阜
県
教
育
委

員
会
規
則
第
九
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

十
三

第
六
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
の
登
録

及
び
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

博
物
館
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
美
術
館
協
議
会
、

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
及
び
岐
阜
県
博
物
館
協
議
会
の
委
員
の
任
命

に
関
す
る
こ
と
。

十
五

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令(

昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三

号)

及
び
銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則(

昭
和
三
十
三
年
文
化
財
保
護
委
員

会
規
則
第
一
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

(

補
助
執
行)

第
三
条

次
の
表
の
知
事
の
補
助
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
、
同
表
の
補
助
執
行
事
項
の
欄
に
掲
げ

る
事
務(

当
該
事
務
に
係
る
教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
の
制
定
及
び
改

廃
を
除
く
。)

を
補
助
執
行
さ
せ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
補
助
執
行
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
補
助
執
行
さ
せ
る
場
合

に
お
け
る
当
該
事
務
に
関
す
る
決
裁
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
前
項
の
表
の
知
事

の
補
助
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
専
決
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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一

前
項
の
表
環
境
生
活
部
長
の
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
四

号
に
掲
げ
る
事
務(

第
十
四
号
に
あ
っ
て
は
、
軽
易
な
事
項
を
除
く
。)

二

前
項
の
表
環
境
生
活
部
長
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

文
化
財
保
護
法
第
百
十
条
第
一
項
の
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
仮
指
定

ロ

文
化
財
保
護
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
仮
指
定
の
解

除
ハ

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定

ニ

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定
の
解
除

ホ

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定

ヘ

条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
の
解
除

ト

条
例
第
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
又
は
岐
阜
県
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定

チ

条
例
第
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
又
は
岐
阜
県
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
の
解
除

リ

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
史
跡
、
岐
阜
県
名
勝
又
は
岐
阜
県
天
然
記
念
物

の
指
定

ヌ

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
史
跡
、
岐
阜
県
名
勝
又
は
岐
阜
県
天
然
記
念
物

の
指
定
の
解
除

ル

条
例
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
文
化
財
保
護
審
議
会
へ
の
諮
問

ヲ

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
文
化
財
保
護
審
議
会
の
委
員
及
び
臨
時
委
員

の
任
命

３

環
境
生
活
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
さ
せ
る
も
の
と
さ

れ
た
事
務
の
う
ち
、
特
に
重
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
教
育
委
員
会
の

決
定
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
に
よ
り
知
事
の
補
助
職
員
が
委
任
を
受
け
る
事
務
に
関
し
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現

に
そ
の
効
力
を
有
す
る
教
育
委
員
会
又
は
教
育
機
関
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
こ
の

規
則
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
の
法
令
、
条
例
及
び
教
育
委
員
会
規
則

(

以
下｢

法
令
等｣

と
い
う
。)

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
知
事
の
補
助
職
員
が
当
該
行
為
を
し
た

も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
に
よ
り
知
事
の
補
助
職
員
が
委
任
を
受
け
る
事
務
に
関
し
、
施
行
の
日
前
に
教
育
委
員

会
又
は
教
育
機
関
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
施
行
日
以
後
の
法
令
等
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
知
事
の
補
助
職
員
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

教
育
委
員
会
告
示

岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

岐
阜
県
美
術
館
及
び
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
の
管
理
運
営
事
務
の
委
任
に
関
す
る
告
示(

平
成
二

十
六
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
十
号

事
務
局
一
般

各
県
立
学
校

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中｢

並
び
に
岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三

十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
。
以
下｢

教
育
機
関
組
織
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
条
の
表

上
欄
に
掲
げ
る
機
関｣
を
削
り
、
同
条
第
十
四
号
中｢

並
び
に
教
育
機
関
組
織
規
則
第
四
条
第
一
項
の

所
長
等｣

を
削
り
、
同
条
第
十
五
号
中｢

、
教
育
機
関
組
織
規
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

の
部
長
及
び
課
長｣

を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
の
表
岐
阜
県
図
書
館
及
び
岐
阜
県
博
物
館
の
項
及
び
岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー

の
項
を
削
る
。

第
四
章
中
第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

準
用
規
定)

第
二
十
条

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条

ま
で
の
規
定
は
、
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規

則(

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号)
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委

員
会
の
事
務
を
補
助
執
行
す
る
職
員
の
事
務(

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。)

の
専

決
及
び
代
決
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
訓
令
中｢
教
育
長｣

、｢

副
教
育
長｣

、｢

教

育
次
長｣

及
び｢

義
務
教
育
総
括
監
等｣

と
あ
る
の
は｢

環
境
生
活
部
長(

環
境
生
活
部
県
民
文
化

局
長
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
環
境
生
活
部
県
民
文
化
局
長)｣
と
、｢

課
長｣

と
あ
る

の
は｢

環
境
生
活
部
の
課
長｣

と
、｢

係
長｣

と
あ
る
の
は｢

環
境
生
活
部
の
係
長(

係
長
が
置
か

れ
な
い
係
に
あ
っ
て
は
、
当
該
係
に
属
す
る
課
長
補
佐
、
技
術
課
長
補
佐
、
主
査
又
は
技
術
主
査
の

う
ち
最
も
上
席
の
も
の)｣

と
、｢

所
長｣

と
あ
る
の
は｢

県
事
務
所
長
又
は
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー

の
所
長｣

と
、｢

現
地
機
関
等
の
課
長｣

と
あ
る
の
は｢

県
事
務
所
又
は
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
の

課
長｣

と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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